
静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例第 17 条では、産業廃棄物処理業者に対

し、受託した産業廃棄物の処理状況の知事への報告を義務づけており、知事は、報告さ

れた処理の状況について、同条例施行規則第 16 条に定める事項を公表するものとして

います。このたび、公表方法の変更に伴い、公表事項を変更する条例施行規則の改正を

行うこととしました。

ついては、本改正案に対する県民の皆さまの御意見を募集します。

【パブリックコメント実施概要】

１ 意見募集期間

令和７年６月20日（金）から令和７年７月11日（金）まで

２ 閲覧の方法

静岡県ホームページ上（下記URL）に掲載

https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/gyoseikaikaku/johokokai/1002310/10672

93/1067295/1073349.html

３ 意見の提出方法

郵送、持参又は電子メールのいずれかの方法で意見書を提出してください。

４ 意見の提出先

（１）郵送・持参の場合

〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号（県庁西館６階）

静岡県くらし・環境部 環境局 廃棄物リサイクル課 産業廃棄物班

（２）電子メールの場合

hai@pref.shizuoka.lg.jp
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タイトル 静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則の一部を

改正する規則（案）に係る県民意見提出手続を実施します
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静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則の
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